
「新 かごしま子ども未来プラン」（仮称）の策定について

１ 策定の背景
○ 平成 26年４月の「次世代育成支援対策推進法」の延長や，依然として少子

化に歯止めがかからないことを踏まえ，県として引き続き少子化対策に取り
組む必要がある。

○ 少子化社会対策大綱（平成 27年３月決定）等を踏まえ，県の行動計画とな
る新プランを策定する。

＜経緯＞ 【別紙１参照】
県 ・旧プラン 前期計画(H17.4～ H22.3)

後期計画(H22.4～ H27.3)

国 ・H25年６月 「少子化危機突破のための緊急対策」決定
・H26年４月 次世代育成支援対策推進法の延長
・ ７月 「少子化非常事態宣言」（全国知事会）
・H27年３月 「少子化社会対策大綱」決定

２ 新プランの位置づけ
○ 新プランは，本県の少子化対策や子育て支援，母子保健対策等に関する施
策を総合的に推進するための指針（行動計画）として位置づける。

○ 併せて，次の計画の内容を含むものとして位置づける。
(1) 子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「貧困計画」
(2) 子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども若者計画」
(3) 「母子保健計画について」（平成 26年６月 17日厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長通知）の策定指針に基づく「母子保健計画」

３ 新プランの計画期間（前期計画）
５年間（平成 27年度～平成 31年度）

４ 新プランの計画策定の考え方及び体系

区分 新プラン（前期計画） 旧プラン(後期計画）
（H22.4～ H27.3)

新プラン策定の 次世代法に基づく国の 次世代法に基づく国の
考 え 方 「行動計画策定指針」及び 「行動計画策定指針」を踏

少子化社会対策大綱の考え まえ策定
方を踏まえ，結婚支援の強
化をはじめ，妊娠・出産，
子育て，仕事のライフステ
ージに応じた切れ目のない
支援を盛り込み策定

新プラン体系 「少子化社会対策大綱」に 「行動計画策定指針」に準
【別紙２参照】 準拠した体系 拠した体系
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５ 新プラン素案の構成
【計画素案の抜粋】

第１章 計画の策定
第２章 計画策定の背景
第３章 基本理念及び基本目標
第４章 施策展開の方向

［１］ライフステージに応じた一人一人に対する切れ目のない支援
１ 総合的な結婚支援の推進
２ 安心して妊娠・出産するための支援の推進
３ 不安や負担を和らげる子育て支援の推進
４ 成長に応じた教育の推進
５ 仕事と子育ての両立支援等の推進

［２］社会全体で行動し，少子化対策を推進
１ 結婚，妊娠・出産，子ども・子育てに温かい社会づくり
２ 企業の取組促進

第５章 数値目標
第６章 計画の推進体制

６ 策定スケジュール
年 月 新プラン

平成 26年度 ・県民意識調査の実施
平成 27年

８月 ・少子化対策推進本部会議

９月

10月

11月 ・少子化対策推進本部会議
・子ども・子育て支援会議（素案提示）

12月 ・県議会への説明（素案提示）
・パブリックコメント

１月

２月 ・少子化対策推進本部会議
・子ども・子育て支援会議（最終案提示）

３月 ・県議会への説明
・新プラン決定

２
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次世代育成支援対策推進法（抜粋）

（都道府県行動計画）
第九条 都道府県は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該都道府県の事務及

び事業に関し、五年を一期として、地域における子育て支援、保護を要する子どもの
養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健
やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び
良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援
対策の実施に関する計画（以下「都道府県行動計画」という。）を策定することができ
る。

２～８（略）

少子化対策基本法（抜粋）

（施策の大綱）
第七条 政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的

な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。

子どもの貧困対策の推進に関する法律（抜粋）

（都道府県子どもの貧困対策計画）
第九条 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策

についての計画（次項において「計画」という。）を定めるよう努めるものとす
る。

２ 都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな
ければならない。

子ども・若者育成支援推進法（抜粋）

（都道府県子ども・若者計画等）
第九条 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県

の区域内における子ども・若者育成支援についての計画（以下この条において
「都道府県子ども・若者計画」という。）を作成するよう努めるものとする。

「母子保健計画について」（平成26年６月17日厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長通知）

「･･･『健やか親子２１』の趣旨を踏まえ，今般，母子保健計画の策定に当たり
参考となるものとして，別紙のとおり母子保健計画策定指針をお示しすることと
した。」
（別紙）

母子保健計画策定指針
第１ ･･･このため，各地方公共団体においては，母子保健計画を策定することが

求められる。

３



【別紙１】

最近の少子化をめぐる動き

● 未婚化・晩婚化による少子化の進行に歯止めをかけることが必要

・生涯未婚率（平成２２年） 本県 男２０．４％，女１０．６％

・平均初婚年齢（平成２６年） 本県 男３０．５歳，女２９．０歳

・合計特殊出生率（平成２６年）本県 １．６２（全国７位）

・出生数（平成２６年） 本県 １４，２３４人

● 核家族化の進展，地域のつながりの希薄化など家族や地域の状況に対応した

子育て支援が必要

【国】 【本県】

かごしま子ども未来プラン（後期

①子ども・子育て支援法の公布 計画）策定（Ｈ２２．３）

（Ｈ２６．８）

②待機児童解消加速化プラン

（Ｈ２５．４） ①県子ども・子育て支援会議設置

「約 20万人分の保育の受け皿確保」 （Ｈ２５．１１）

③少子化危機突破のための緊急提言 ②少子化対策に関する県民意識調査

（Ｈ２５．１１） ・調査時期 平成２６年１２月

「結婚，妊娠・出産，子育ての切 ・調査対象 一般県民，大学生

れ目のない支援」を提言 ・調査結果（抜粋）

ア 結婚願望者

④次世代育成支援対策推進法の延長 ２０代：７０．２％

（Ｈ２６．４） ３０代：７３．６％

イ 理想の子供の数

⑤人口減少問題検討分科会 【２０代】３人：４９．０％

（日本創生会議） （Ｈ２６．６） ２人：３５．３％

「全国の自治体の半数が将来消滅 【大学生】１人：７２．４％

する可能性がある」。 ウ 予定している子供の数

【２０代】２人：４３．１％

⑥少子化非常事態宣言（全国知事会） ３人：２８．４％

（Ｈ２６．７） エ 上記イとウの差の主な理由

「子育てや教育にお金がかかる」

⑦放課後子ども総合プラン 【２０代】７１．４％

（Ｈ２６．７） オ 少子化対策が必要と考える者

「約 30万人分を新たに整備」 の割合 【全年齢】８０．６％

⑧少子化社会対策大綱（Ｈ２７．３） ③県子ども・子育て支援事業支援計画

「結婚，妊娠・出産，子育ての切 策定 （Ｈ２７．３）

れ目のない支援」を明記

⑨子ども・子育て支援新制度施行

（Ｈ２７．４）

「新かごしま子ども未来プラン」（仮称）の策定に反映

４



　新かごしま子ども未来プラン（仮称）の施策体系（イメージ） 【別紙２】

旧プランの体系（Ｈ２２～２６年度） 現状・課題及び新たな視点の必要性 新プランの体系（Ｈ２７～３１年度）（案）　　　

現状・課題

【基本目標】 【重点目標】 【　施策の方向　】 【基本施策・施策目標】

【基本目標】  (a)～(g)
 （a)

１　結婚への支援

(1)結婚に対する取組支援

(2)結婚や子育てなどの喜びを実感できる環境整備

 (b)

［１］ １　妊娠・出産等に関する総合的な支援

(1)妊娠・出産等に関する総合的な支援体制の充実

Ⅱ 周産期医療体制，不妊対策等の充実が必要 １　地域における子どもの発達段階に応じた子育ての支援

(1)地域における子育て支援サービスの充実

(2)保育サービスの充実

(3)子育て支援のネットワークづくり

(4)子どもの健全育成

(5)地域における人材養成

２　子育ての経済的負担の軽減

(1)子どもの育ちを支援する経済的負担の軽減

３　子どもの健康の確保及び増進

 (c) (1)乳幼児等の保健対策の推進

(2)小児医療の充実

［２］ (3)学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

(4)「食育」の推進

Ⅲ　待機児童の解消や子育て支援が不十分
４　障害児や要保護児童等への対策の推進

(1)障害児施策の充実等

(2)児童虐待防止対策の推進

(3)社会的養護体制の充実

(4)ニート・ひきこもり等の子ども・若者への支援

５　子どもの貧困対策の推進

(1)教育支援の充実

(2)生活支援の充実

(3)保護者に対する就労支援の充実

(4)経済的支援の充実

［３］ ６　子ども・子育てに安心・安全なまちづくりの推進

(1)子育てにやさしいまちづくりの推進

(2)子どもの交通安全を確保するための活動の推進

Ⅳ 結婚や子育て等に必要な収入が得られない。 ７　鹿児島の特色を生かした施策の推進

(1) 鹿児島の特色を生かした子育て支援施策の推進

 (d)

１　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

(1)次代の親の育成

(2)子どもの生きる力の育成に向けた学校の教育環境等の整備

(3)家庭や地域の教育力の向上

(4)子どもを取り巻く有害環境対策の推進

 (e) １　仕事と生活の両立の推進

(1)仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

(2)仕事と子育ての両立のための基盤整備

２　雇用の場の確保　※県地方創生総合戦略との整合を図る。

(1)県内雇用の確保と創出

１　子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくりの推進

 (f) (1)子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくりの推進

２　子育てを支援する生活環境の整備

(1)子育てにやさしいまちづくりの推進

３　子どもの安全の確保の推進

(1)子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

(2)被害に遭った子どもの保護の推進

(3)地域における子どもの安全確保

 (g)
企業の少子化対策や両立支援の取組を促進

不安や負担を
和らげる子育
て支援の推進

企業の取組促
進

４　社会全体で
行動し，少子化
対策を推進しま
す。

結婚，妊娠・出
産，子ども・子
育てに温かい
社会づくり

成長に応じた
教育の推進

 ３　 結婚，妊
娠・出産，子育
てをしやすい働
き方を推進しま
す。

仕事と子育て
の両立支援等
の推進

現状・課題 基本理念
『結婚，妊娠・出産，子ども・子育てに温かい社会をめざして』

～子どもは未来からの預かりもの～基本理念
             ～子どもは未来からの預かりもの！～
 『親も子も夢をもって共に成長できる社会の構築』

Ⅰ　少子化に歯止めがかからない

１　生涯未婚率（平成２２年）　本県：男２０．４％，女１０．６％
２　平均初婚年齢（平成２６年）　本県：男３０．５歳，女２９．０歳
３　合計特殊出生率（平成２６年）　本県：１．６２（全国７位）
４　出生数（平成２６年）　本県：１４，２３４人（昭和４０年の約半分）
５　県民意識調査結果（平成２６年度）
　　・結婚願望者　２０代（７０．２％），３０代（７３．６％）
　　・予定している子どもの数　２０代：２人（４３．１％）
　　・理想の子どもの数　２０代：３人（４９％），３０代：３人（５０．７％），
                              大学生：１人（７２．５％）
６　少子化社会対策大綱の決定（Ｈ２７．３）
　　「ライフステージに応じた切れ目のない取組」と「社会全体の取組」を
    両輪として，きめ細かく対応

[体系の考え方]
・基本目標，施策の方向については，国が閣議決定した「少子化社会対策大綱」の体系に準拠
・基本施策については，次世代育成支援対策推進法に基づく「都道府県行動計画策定指針の項目」及び「少子化社会対策大綱」をもとに設定

【施策の方向・基本施策】

１　心豊かな子どもが育つ家庭づくり

総合的な結婚
支援の推進

安心して妊娠・
出産するため
の支援の推進

ライフステー
ジに応じた切
れ目のない
支援と社会
全体の取組
を両輪として
推進すること
が必要

安心して妊娠・
出産ができる
環境整備と妊
娠・出産・産後
にわたる切れ
目ない支援が
必要

(3)  青少年健全育成の推進

３　児童虐待防止対策の充実

(1)　子どもや家庭に関する総合的な支援体制づくり

(2)　家庭教育の充実

(3)  ひとり親家庭等に対する支援及び施策の充実

(4)  障害児等に対する支援及び施策の充実

１　新生児死亡率，周産期死亡率等は改善してきており全国と同等と
なっているが，低出生体重児の出生割合は全国より高く極低出生体重
児の出生もあることから，更なる周産期医療体制の充実と妊娠期から
の健康管理の啓発を図る必要がある。
　・低出生体重児の出生割合　本県10.2％，全国9.6％（平成25年）
２　ハイリスク妊産婦に対する妊娠早期からの支援や産後ケアの推
進，また，子どもを望む夫婦への不妊対策等，関係機関と連携しながら
妊娠・出産・産後に渡る切れ目ない支援を行う必要がある。
３　低出生体重児の他，障害や慢性疾患を持つ子どもの在宅医療体制
の充実が必要である。
　・極低出生体重児　122人（平成25年度）
　・NICUからの在宅移行，訪問看護利用児の増加

従来の枠組
みを越えた新
たな取り組み
が必要

若年層のライ
フデザインの
早期形成が
必要

  安心して子どもを生
み育てることができ
る社会づくり

  子どもが心身ともに
健やかに成長できる
家庭づくり

２　子どもが安心して生活できる地域づくり

(1)  共生・協働で子育てを支援する地域の体制づくり

(2)  住環境・生活環境の整備

(2)　児童虐待防止についての意識啓発

(3)　被虐待児童等に対する支援

  子どもを見守り子
育てを支え合うこと
ができる地域づくり ４　母性並びに乳幼児等の健康の確保及び増進

(2)　きめ細やかな保育サービスの充実

(1)　児童虐待への適切な対応を図るための体制づくり

(2)　子ども・若者の自立支援

Ⅴ　周囲から子育ての支援を得ることが難しくなっている 地域や職場
において，子
ども・子育て
を応援する社
会づくりが必
要

※　旧計画の８つの施策の方向に基づく
基本施策については，新プランにおける
新たな施策の方向の中で改めて位置づ
け直しもれなく反映

本県が平成２６年度に実施した「少子化対策に関する県民意識調査」
結果によると，「地域の中で子育ての悩みを相談できる人がいる」２０代
の割合は，３３．３％となっており，地域におけるつながりが希薄化して
おり，子育ての孤立感や不安に対する対策が不十分である。

８　未来の親への支援

(1)　次世代の親の育成

６　子どもの健全育成のための教育環境の整備

(1)　子どもの生きる力の育成に向けた教育環境の整備

(2)　地域の伝統を生かした人間形成の推進

(3)　子どもを取り巻く有害環境対策の推進

７　子どもの安全の確保

(1)　子どもの交通安全を確保するための活動の推進

(2)　子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

(3)　子どもに対する心のケアの充実

１　結婚「年収３００万円の壁」
　　内閣府の調査によると男性の既婚率は，年収３００万円～４００万円
では２５％強であるが，３００万円未満では９％程度と急激に低下。
　　本県が平成２６年度に実施した「少子化対策に関する県民意識調
査」結果によると，結婚を希望する人への支援策として，２０代と３０代
の５割程度の方が「安定した雇用環境を提供すること」と回答している。

２　男性の家事・育児参加（「平成23年社会生活基本調査」）
　　・本県３９位（５３分／日）（全国６７分／日）

仕事と生活の
両立支援や
経済的な基
盤の安定が
必要

子どもや子育
て家庭への
支援策の充
実が必要

５ 子育ても仕事もしやすい生活環境づくり

(1)　需要に応じた保育サービスの供給

(1)　妊娠・出産に関する安全性及び快適さの確保と環境の整備

(2)  子どもや母親の健康の確保

(3)　思春期保健対策の充実

(4)　食育の推進

(5)  小児医療の充実

(6)  不妊治療対策の充実

(3)　子育てしやすい環境づくりの推進

１　待機児童数
　　　・保育施設　２３２人（平成２６年４月）
　　　・放課後児童クラブ　２４６人（平成２６年５月）（「小一の壁」）
２　保育士不足
　　　有効求人倍率は０．８４（Ｈ２６年平均）であり全体としては逼迫した
状況にはないが，地域的な偏在や求人の時期により保育士の確保が
困難な状況
３　子ども・子育て支援新制度の施行（Ｈ２７．４）
　　幼児教育・保育・子育て支援の「量的拡充」（待機児童の解消や身
近な子育て支援サービスの提供）及び「質の向上」（職員の配置や処遇
改善等）が不十分であり，県子ども・子育て支援事業支援計画の着実
な推進を図る必要がある。
４　児童虐待認定数や健診での発達の遅れ等で気になる子どもが増加
　　　　・虐待認定数530件，通告数782件（平成26年度）

(c),(f),(g)

 (a)

 (a),(d)

 (b)

 (c)

 (e)

新たな視点

の必要性

１ 「若い年齢での

結婚，妊娠・出産

の希望が叶う鹿児

島県」の実現を目

指します。

２ 「日本一子

育てがしやす

い鹿児島県」の

実現を目指しま

す。

特に，多子世

帯に配慮した

取組を推進しま

す。
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